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学校再開について（お知らせ） 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大にともない、６月２０日まで臨時休校を実施していましたが、名護市教育

委員会から臨時休業の解除の通知があり、下記の通り学校を再開致します。再開につきましては、緊急事

態宣言中は、下記の通りの取り扱いとなります。 

ご家庭におきましても、ひきつづき感染対策へのご協力をよろしくお願い致します。 

 

記 

 

 １．登校について 

   臨時休校は、６月２０日（日）までとし、６月２１日（月）から再開します。学校再開に際しまして

以下の点について特に対策を講じながら通常登校と致します。 

  （１）３密回避の徹底や健康状態把握の徹底を図ります。 

  （２）教室等の換気の徹底を図ります。 

  （３）給食時においては対面しないような座席配置をします。 

 

 ２．部活動について 

  （１）原則休止としますが、８月末までに九州・全国大会の予選を兼ねた県内大会やコンクール等を

控えた場合に限り必要最小限の人数で、９０分以内で活動します。土日休日は２時間以内となり

ます。早朝練習は、休止とします。 

    ※国頭地区夏季総体の試合が残っているチームや県大会へ出場するチームは活動可とします。 

（２）期間中、市内外における、練習試合や合宿等については、実施できません。 

（３）発熱等の風邪症状がある場合には、練習や試合には参加できません。 

（４）同居の家族に風邪症状が見られる場合も参加できません。 

 

 ３．学校行事等 

  （１）１年生の自然体験学習（６月２９日）は延期となります。 

  （２）２年生の福祉体験学習（６月２８日～７月１日）は延期となります。 

     ※延期の日程については、あらためてお知らせ致します。 


